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令和７年11月
広島県健康福祉局健康危機管理課

感染症・疾病管理センター

（参考資料）



○ 医療措置協定締結の概要

○ 締結状況（R7.11月時点）

○ 発熱外来に係る医療措置協定の締結に係る協議の実施

○ 参考資料



新興感染症が発生した時に、協定に基づいて医療を提供できる体制を構築することで、感染早期から、
県民が安心して必要な医療を享受できる体制を構築する。

感染症予防計画保健医療計画区分

感染症法医療法根拠法

・感染症の発生、まん延を防止するための措置
（予防接種の促進、検体採取、疫学調査など）
・医療提供体制
（感染症指定医療機関への入院など）
・人材育成 など

・保健医療圏と基準病床数
・５疾病（がん、脳卒中、心血管疾患、
糖尿病、精神疾患）の医療体制
・５事業（救急、災害、へき地、周産期、
小児）の医療体制
・地域医療構想 など

内（旧）

医療法の改正
従来の５事業に、「新興感染症発生・まん延時に
おける医療」が追加。保健医療計画にも新興感染
症等に係る項目を追加する。

感染症法の改正
都道府県と関係機関がその機能・役割に応じた協定を
締結し、新興感染症の発生・まん延時には、協定に基
づいて医療を提供する仕組みが法定化。感染症予防計
画にも協定に係る項目を追加する。

新型コロナウイルス感染症の発生により、病床確保の困難さ、医療人材の確保など、地域医療の様々な課題が発生。
新興感染症の感染拡大時に機動的に対策が講じられるよう、平時から準備を行うことが必要だと認識
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➢ 新興感染症（感染症法に定める、①新型インフルエンザ等感染症②指定感染症③新感染症）を想定しているが、
直近で対応している新型コロナウイルス感染症を念頭に置き、協定を締結する。（※１）

概要区分
病院、診療所、薬局、訪問看護事業所対象機関
・各機関が行う医療措置の内容

①病床確保②発熱外来③自宅療養者等への医療提供（往診など）④後方支援
⑤人材派遣のうち、１つ以上（複数選択可能）

・個人防護具の備蓄
・費用負担 など

協定の内容

医療措置に要する費用について、都道府県が各機関に補助を行う。
（新興感染症発生・まん延時に感染症の性状や感染状況等を踏まえて実施）
令和６年度予算において、個室病床の整備、簡易陰圧装置の設置、個人防護具保管庫の
整備等に関する補助を実施。
⇒令和７年度予算においても、協定締結医療機関への施設・設備整備補助事業を実施中。

予算措置

※１ 事前の想定と異なる感染症の場合、協定の見直しなど、柔軟に対応を行う。
※２ 感染症予防計画において、新型コロナと同程度の感染症に対応できる体制を構築するために、入院・外来

等の各項目について、本県における対応実績を基に数値目標を設定
【流行初期（～発生公表３か月）】⇒新型コロナ第３波の体制
【流行初期以降（～発生公表６か月）】⇒新型コロナ第８波の体制 4

➢ これまでの新型コロナ対応や課題を踏まえ、コロナ対応における最大値を目標に、締結する。（※2）



第二種協定指定医療機関への指定
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②開設者の同意

➢ 協定を締結する機関のうち、「入院受入」「発熱外来」「自宅療養者等への医療提供」を行う機関を協定指定医療機関に指定します。

➢ 協定指定医療機関…入院受入、発熱外来、外出自粛対象者への医療を実施する医療機関について、都道府県知事が指定を行い、
指定を受けた医療機関により実施される入院医療、外来医療、在宅医療は公費負担医療の対象となる制度。

※ 新型インフルエンザ等感染症等の患者の入院対応、外来の対応を行った場合、
それらに係る費用について「協定指定医療機関」の指定を受けた機関に限り、公費負担医療の対象となります。

⇒入院：第１種協定指定医療機関
⇒発熱外来・自宅療養者等への医療提供：第２種協定指定医療機関

入院受入
（第一種協定指定医療機関）

発熱外来
（第二種協定指定医療機関）

自宅療養者等への医療提供
（第二種協定指定医療機関）

①指定基準を満たすこと

第一種協定指定医療機関への指定

医療措置協定の締結



➢ 発熱外来を実施する医療機関を、第二種協定指定医療機関として指定し、協定を締結する。
概要区分
病院又は診療所対象
①最新の知見に基づく適切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施するこ
とが可能。
②当該医療機関を受診する者が、他の当該医療機関を受診する者と可能な限り接触す
ることなく当該受診する者を診察することができ、その他医療機関における院内感染
対策を適切に実施しながら、外来医療を提供することが可能。
③新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、広島県知事の要請を受け、
通知又は医療措置協定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染
症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある
者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると
疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う体制が整っていると認められる。

指定基準

①都道府県からの要請後、速やかな（７日以内）外来診療の開始
②一定数以上（病院：10人/日以上、診療所：５人/日以上）の外来診療の実施

・感染初期から地域の新興感染症医療提供体制を機動的に立ち上げるため全額公費で病院全体の収益を補償する
という流行初期医療確保措置の性格上、地域住民の診療・入院受入れを行うことを前提とする。

指定基準
（流行初期医療確保措置）
（流行の初期に発熱外来を
実施する場合のみの基準）
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流行初期以降に対応する場合は、診療人数等の数の制限はありません。
（具体的な対応人数が不明であっても、協定の締結が可能です。）



（１）県内全域：流行初期 （令和７年11月時点）

達成率目標値合計診療所病院項目

100％779機関976機関872機関104機関発熱外来

赤字：目標達成 青字：目標未達成

（２）県内全域：流行初期以降 （令和７年11月時点）

達成率目標値合計診療所病院項目

92％1,499機関1,372機関1139機関233機関発熱外来

※ 新興感染症等に対応する診療所及び病院の機関数。



（３）圏域別の状況：流行初期以降（令和７年11月 時点）

発熱外来機関数
二次医療圏

必要医療機関数達成率目標値締結状況

69機関91%764機関695機関広島

2機関97%74機関72機関広島西

5機関96%134機関129機関呉

9機関91%104機関95機関広島中央

12機関90%121機関109機関尾三

25機関90%242機関217機関福山・府中

5機関92%60機関55機関備北

127機関92%1,499機関1,372機関合計

赤字：目標達成 青字：目標未達成
※新興感染症等に対応する診療所及び病院の機関数。



➢ 流行初期以降の発熱外来に係る締結状況の推移は次の図のとおり。
➢ 令和６年度当初に、締結を希望する941機関と締結
➢ コロナ外来対応機関を中心とした再募集等により、合計1,324機関を確保（R７.4月）
➢ 新たな協定締結候補診療所への働きかけ等により、合計1,372機関を確保（R7.11月）
➢ コロナ第８波相当の数を確保するため、さらに127機関の締結が必要
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➢ コロナ発生から約３年を経過した第８波においても医療非常事態警報を発出する等、医療のひっ迫が懸念。
➢ 軽症者や重症化リスクの低い者に対する外来受診の制限（自己検査キットの配付等）を実施。
➢ 次なる新興感染症で、同様の事態を避けるためにも、より早期にコロナ対応の体制の最大値の外来医療体制の
確保が必要。

医療機関の負荷増大
（医療非常事態警報発
令）、外来受診の制限
等

広島県におけるコロナ第８波の状況



➢ 協定締結の協議対象の診療所宛て、依頼文を郵送。
締結の可否にかかわらず必ず回答をお願いします。

➢ 依頼内容は、
流行初期以降の発熱外来の実施

（かかりつけ患者のみの対応可）

➢ 回答方法
FAX、メール、郵送
※感染症法に基づき、協議に応じる義務があります。
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〇 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて協議が調わないときは、都道府県医療審議
会の意見を聴くことができる（感染症法第 36 条の３第３項）

○協議の内容に合意することができない理由が十分でないと認められるときは、 医療機関の管理者その他当該協
議に関係する者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる
（感染症法施行規則第 19 条の３第５項及び６項）。

○都道府県医療審議会での説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。
（感染症法施行規則 第 19 条の３第７項）。

➢ 全ての医療機関に、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をする努力義務があります。
➢ 全ての医療機関に、協定締結の協議に応じる義務があります。
➢ 協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会への諮問について規定されています。

都道府県医療審議会
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〇都道府県知事は、公的医療機関等又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、 (略) 措置を講じていないと
認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

○都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、 （略） 勧告に従わない場合において必要がある
と認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

○都道府県知事は、 （略） 指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等又は医療機関の管
理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
（感染症法第三十六条の四）

➢ 県は正当な理由がなく協定上対応（発熱外来の実施等）を講じない場合の措置（勧告、指示、公
表）が規定されています。

➢ ただし、協定上の措置の未履行を理由に、ただちに措置を講じることはありません。この措置を検
討する場合であっても、医療機関等の事情を考慮し、事前に関係者との話し合いや医療審議会での
意見聴取等を実施した上で慎重に判断します。

※ 医療措置協定は、平時の準備として「新型コロナウイルス」を想定して締結することとしており、
想定と性状等が異なる場合（感染経路や致死率等）は、協定の変更等含めて柔軟に対応します。

都道府県知事の指示等


